
 

１月 

NO.1 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

１ 案件名称 

令和６年度大阪市国民健康保険特定健康診査業務委託（個別実施）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

しまなみクリニック大阪駅前第３ビル診療所 理事長 山崎 慶太 

 

３ 随意契約理由 

本事業においては、保健指導を必要とする者を的確に抽出するため、「基本的な

健診」及び「詳細な健診」について、国から検査項目が取り決められており、抽出

においては正確な検査数値を出すことが必要となる。 

 大阪府医師会との集合契約未締結の医療機関について、業務を委託するうえで、

受診可能な施設を広く開設することにより受診希望者の利便性の向上・受診機会

の拡大のため、また、特定健康診査における検査費用の積算については、診療報酬

単価を基とした大阪府市町村会と一般社団法人大阪府医師会との契約単価に合わ

せていることから、入札等による価格競争には適さず、「当該業務の履行が可能な

業者が特定される業務」であることから、公募による手上げ方式の結果、仕様上必

要となる基準や体制が担保された、上記契約の相手方と特名随意契約を行う。（大

阪府医師会に加入している医療機関については「集合契約」という形で一括して契

約済み。）  

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２ 第１項第２号 

 

５ 担当部署 

 福祉局生活福祉部保険年金課保健事業グループ（０６－６２０８-９８７６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO.2 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

１ 案件名称 

令和６年度大阪市国民健康保険特定保健指導業務（個別実施・通常分）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

  しまなみクリニック大阪駅前第３ビル診療所 理事長 山崎 慶太 

 

３ 随意契約理由 

本事業においては、特定健康診査において「基本的な健診」及び「詳細な健診」を行

い、選定･階層化された結果、「保健指導を必要とする」という判定となった利用者に

対し、生活習慣病を未然に防ぐため、３か月以上の指導（電話及び面接）を行ってい

くものである。 

大阪府医師会に加入していない保健指導取扱機関について、業務を委託するうえで、

利用可能な施設を広く開設することにより利用希望者の利便性の向上・利用機会の拡

大のため、また、特定保健指導の実施単価については、診療報酬単価を基とした大阪

府保険者協議会と一般社団法人大阪府医師会との契約単価に併せていることから、入

札等による価格競争には適さず、「当該業務の履行が可能な業者が特定される業務」で

あることから、公募による手上げ方式の結果、仕様上必要となる基準や体制が担保さ

れた、上記契約の相手方と特名随意契約を行う。（大阪府医師会に加入している保健指

導取扱機関については、「集合契約」という形で一括して契約済み。）   

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２ 第１項第２号 

 

５ 担当部署 

   福祉局生活福祉部保険年金課保健事業グループ（０６－６２０８-９８７６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO.3 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

１ 案件名称 

令和６年度大阪市国民健康保険特定健康診査業務委託（個別実施）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

山口ファミリークリニック 院長 山口 沙織 

 

３ 随意契約理由 

本事業においては、保健指導を必要とする者を的確に抽出するため、「基本的な

健診」及び「詳細な健診」について、国から検査項目が取り決められており、抽出

においては正確な検査数値を出すことが必要となる。 

 大阪府医師会との集合契約未締結の医療機関について、業務を委託するうえで、

受診可能な施設を広く開設することにより受診希望者の利便性の向上・受診機会

の拡大のため、また、特定健康診査における検査費用の積算については、診療報酬

単価を基とした大阪府市町村会と一般社団法人大阪府医師会との契約単価に合わ

せていることから、入札等による価格競争には適さず、「当該業務の履行が可能な

業者が特定される業務」であることから、公募による手上げ方式の結果、仕様上必

要となる基準や体制が担保された、上記契約の相手方と特名随意契約を行う。（大

阪府医師会に加入している医療機関については「集合契約」という形で一括して契

約済み。）  

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２ 第１項第２号 

 

５ 担当部署 

 福祉局生活福祉部保険年金課保健事業グループ（０６－６２０８-９８７６） 

 

 



 

NO.4 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

１ 案件名称 

令和６年度 大阪市総合福祉システム改修業務 19 

（乳幼児健診副本登録） 

 

２ 契約相手方 

株式会社 NTTデータ関西 

 

３ 随意契約理由  

（１）選定にあたっての考え方 

総合福祉システム（生活保護システム・福祉五法システム）（以下「総合福祉システ

ム」という。）は、平成 15 年４月に生活保護システムが、平成 17 年 12 月に福祉五法

システムが順次稼働し、平成 27年１月には再構築を行っており、その業務ソフトウェ

ア改修業務や保守支援を委託において、次の考え方により業者を選定する。 

① 安定運用の確保 

総合福祉システムは、市民生活に直結する福祉六法等事業全般をシステム化して

おり、制度運用上、欠くことのできない重要なシステムであるため、市民サービスに

支障をきたさないよう、安定的な運用を担保すること。 

② 効率的な仕様管理 

大規模システムである総合福祉システムの仕様を理解し、機能追加が生じた際に

その調査・検討が迅速かつ効率的にでき、また他のシステムとの連携調整が円滑に行

えること。 

③ 障害発生時の迅速な対応 

障害発生時には、早急に原因の見極めを行うことができ、対応方法の検討及び実

施が速やかに行えること。また、改修が必要な場合は、その作業が正確かつ速やか

に行えること。 

④ 的確で効率的な運用支援 

総合福祉システムの詳細に関する問合せ対応や、データの調査を的確かつ迅速に

できること。また、データの修正が必要な場合は、その作業が正確かつ速やかに行

えること。 

（２）選定理由 

株式会社 NTTデータ関西（以下、「ＮＴＴデータ関西」という。）は、総合福祉システ

ムの稼働当初から開発に携わっており、稼働中のシステムに影響を与えることなく、本

件業務を実施することができる唯一の業者であるとともに、次の理由から同社に委託

することが不可欠である。 

① 安定運用の確保 

  制度改正に伴う仕様変更を行いながら、基盤・運用・業務保守を行い、システムを

停止することなく安定的な運用を継続することは、開発、改修、運用を行ってきた

ＮＴＴデータ関西でなければ、迅速・的確な対応を行うことができない。 

② 効率的な仕様管理 

福祉六法等事業は制度改正等が頻繁に実施され、総合福祉システムを短期間で改

修する必要がある。ＮＴＴデータ関西は、稼働当初以降の仕様を細部まで熟知し、



 

これまでの制度改正の内容・経緯及びそれに対するシステム改修経過も熟知してい

る。また、総合福祉システムと連携しているシステムのうち、税務事務システム以

外の各システムの開発・保守に携わっており、他システム（住基等事務システム、

介護保険システム、国保等システム）との連携についてもその調整が容易である。 

③ 障害発生時の迅速な対応 

総合福祉システムの設計者であるＮＴＴデータ関西は、障害発生時においても障

害の現象から、その原因調査が迅速かつ容易に可能であり、復旧対応等も速やかに

できる。 

 ④ 的確で効率的な運用支援 

ＮＴＴデータ関西は、前述のとおり総合福祉システムの仕様の細部や、これまでの

制度改正の内容・経緯及びそれに対するシステム改修経過も熟知しており、システ

ムの詳細に関する問合せ対応やデータの調査を的確かつ迅速にでき、また、データ

の修正が必要な場合は正確かつ速やかに対応できる。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号に基づく随意契約 

 

５ 担当部署 

  福祉局生活福祉部福祉システム課 

（電話番号：06-6208-8045） 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

あいりん地域における医療需要調査のためのデータ抽出業務 

 

２ 契約の相手方  

日本システム技術株式会社 

 

３ 随意契約理由 

   本市では、これまであいりん地域及びその周辺の生計困難者等に対し、必要かつ

迅速な医療の提供を行えるよう外郭団体と連携を図りながら取組を進めてきたとこ

ろである。 

   あいりん地域においては、かつて多くの日雇い労働者がいたものの、高齢化が進

展する中でその数は減少し、単身の生活保護世帯の割合が増加するなど、地域を取

り巻く環境は変化している。 

本業務は当該地域における環境の変化を踏まえ、本市として上記の取組を効果

的に実施していくために、地域における医療の需要動向調査や高齢化の進展を見

据えた病床の市場調査を行うためデータを抽出するものである。 

市場調査を行うためには生活保護世帯のレセプトデータを活用することが必要

となるため、本業務を履行できるのは、当該データの管理について「生活保護法

医療扶助等診療報酬明細書点検・分析業務」にて受託している上記の契約相手方

のみであることから、地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第２号により同社と

特名随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

福祉局生活福祉部自立支援課（電話番号 06－6208－7926） 

 2月
NO.1


